
中

世
日
蓮
教
団

に
お
け
る
本
寺
内
機
構

の
形
成

に

つ
い
て

糸

久

宝

賢

は
じ

め
に

日
蓮
聖
人
滅
後
、

日
蓮
教
団
は
関
東
を
中
心
と
し
て
ま
ず

発

展

し

た
。
教
団
を
構
成
し
て
い
た
の
は
、
六
老
僧

の
う
ち
の
四

人

(日
昭

・

日
朗
・
日
向
・
日
興
)
と
富
木
日
常

の
五
人
を
中
心
と
し
て
形
成
さ
れ
た

五
門
流
で
あ

っ
た
。
京
都

に
初
め
て
日
蓮
教
団
が
進
出
し
た
の
は
、
永

仁
二
年

(
一
二
九
四
)
、
日
朗
門
流
出
身

の
日
像

の
布
教
活
動
に
よ

っ
て

で
あ
る
。
こ
れ
以
降
、
文
明

の
末
年
頃
ま
で
に
、
各
門
流
が
洛
中
に
形

成
さ
れ
て
い
っ
た
。

こ
れ
ら
門
流
は
大
別
す
る
と
、
関
東
か
ら
の
進
出

に
よ
る
も

の
、
洛
中
既
存
門
流
か
ら
の
分
裂
独
立
に
よ
る
も
の
、
と
い

(1
)

う
二
つ
の
成
立
過
程
を
有
す
る
と
い
い
、
通
常

「
洛
中
二
十

一
箇

本

山
」
と
呼
は
れ
て
い
る
。
関
東
五
門
流
の
組
織

・
機
構
は
、
教
学
の
決

定
権

・
門
流
財
産

の
管
理
権

・
僧
徒
や
末
寺
の
支
配
権
を
有
す
る
貫
主

(本
寺
)
を
中
心
と
し
て
成
立
し
て
い
た
が
、
洛
中
の
本
寺
も
ま

た

こ

(2
)

う
し
た
形
態
を
継
承
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
高
木
豊

氏
は
、
四
条
門
流
妙
顕
寺

の
開
祖
日
像

の
定
め
た

「禁
制
条
条
」
及
び

日
隆
門
流

の
日
与

・
日
明
の
定
め
た

「
当
門
流
尽
未
来
際
法
度
」
の
条

文
を
例
と
し
て
と
り
あ
げ
、
末
寺
住
持
の
任
免
権
を
本
寺
が
掌
握
し
て

い
る
こ
と
、
末
寺
僧
徒
の
本
寺
参
詣
を
義
務
づ
け
て
い
る
こ
と
、

一
定

地
域
内
に
お
け
る
同
門
流
寺
院
の
建
立
を
禁
止
し
て
い
る
こ
と
、

な
ど

を
指
摘
し
、
両
法
度
は
、
「
本
寺

の
貫
主
権
を
顕
示
す
る
と
と

も

に
、

(3
)

門
徒
集
団
の
維
持
を
目
指
し
」
て
い
る
と
し
て

い
る
。
い

っ
ぼ
う
、
桃

井
観
城
氏
は
、
日
隆
門
流
内
の
法
度
の
ひ
と
つ
で
あ
る

「本
妙
寺
本
隆

寺
両
寺
法
度
」
を
と
り
あ
げ
、

こ
の
法
度
の
性
格
を
、
末
寺
と
そ
れ
に

連
な
る
信
徒
と
の
あ
り
よ
う
を
定
め
た
も
の
で
あ
る
、
と
規
定
し
、
信

徒

へ
の
授
戒
権
は
各
末
寺
の
住
持
に
あ
り
、
信
徒
は
、

一
代

一
代
の
住

持
か
ら
受
戒
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
そ
の
寺
院

の
信
徒
で
あ
り
続
け
る

(4
)

こ
と
が
で
き
た
、
と
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
先
学
の
指
摘
に
よ

っ
て
把

握
し
う
る
京
都
日
蓮
教
団
各
門
流
の
組
織

・
機
構
は
、
貫
主

〔本
寺
〕

-
(
任
免
権
)
-
末
寺
住
持
-
(

授
戒
)
-
各

地
の
信
徒
と
略
記
で
き

よ
う
。

さ
て
、
こ
う
し
た
門
流
機
構
の
頂
点
に
位
置
す
る
の
は
、
無
論
諸
権

印
度
學
佛
教
學
研
究
第
三
十
七
巻
第

一
號

昭
和
六
十
三
年
十
二
月
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中
世
日
蓮
教
団
に
お
け
る
本
寺
内
機
構
の
形
成
に
つ
い
て

(糸

久
)

限
を
掌
握
す
る
貫
主
で
あ
ろ
う
。
貫
主
権
は
貫
主
か
ら
貫
主
就
任
予
定

者

へ
と
継
承
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
が
、

こ
れ
ら
は
概
ね
次
の
よ
う

に
な
さ
れ
た
。

一
例
と
し
て
四
条
門
流
妙
顕
寺
の
場
合
を

見

て

み

よ

う
。
日
像

か
ら
大
覚
妙
実

へ
の
継
承
手
順
は
延

慶

二
年

(
一
三
〇
九
)

七
月
八
日

に
、
日
蓮
聖
人
が
日
像
に
授
与
し
た
曼
茶
羅
本
尊
と
同
形
式

(5
)

の
法
脈
付
嘱
状
を
認
め
、

つ
い
で
康
永
元
年

(
一
三
四
二
)
十

一
月

八

日

「
当
宗
代
々
秘
書
、
自
筆
聖
教
並
当
寺
門
徒
寺
領
」
を
悉
く
譲
与
す

(6
)

る
旨

の
譲
状
を
与
え
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
大
覚
か
ら
後
継
者

の

朗
源

へ
は
、
延
文
元
年

(
二
二
五
六
)
五

月

八

日

「
以
朗
源
為
唯
授

一

(7
)

人
之
付
第
」
と
の

「
三
宝
付
嘱
状
」
が
授
与
さ
れ
る
と
い
う
手
順
で
な

(8
)

さ
れ
、
同
時
に
十
五
箇
条
か
ら
な
る
留
意
事
項
が
伝
授
さ
れ
て
い
る
。

以
降
、

一
部

の
例
外
を
除
き
、
書
式
等
の
異
同
は
あ
る
が
付
嘱
状
-
譲

状
ま
た
は
そ
の
何
れ
か
、
を
認
め
て
貫
主
権
の
委
譲
が
な

さ

れ

て

お

(9
)
 

(10
)

り
、
他
門
流
で
も
こ
う
し
た
例
が
見
ら
れ
る
。
即
ち
、
貫
主
権
は
貫
主

在
任
者
が
予
め
法
脈
を
付
す
べ
き
後
継
者
を
定
め
、

一
定
の
手
続
き
を

経
て
継
承
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
中
世
に
お
い
て
は
貫
主
の
就
任

期
間
は
終
身
乃
至
は
そ
れ
に
近
い
も
の
で
あ
り
、
法
脈
付
嘱

・
寺
領
財

産

の
譲
与
と
あ
わ
せ
て
、
教
学
解
釈
の
伝
授
も
な
さ
れ
て
い
っ
た
。

と
こ
ろ
が
、
近
世
に
至
る
と
貫
主
の
就
任
期
間
は
極
め

て
短

く

な

(
1
1
)

り
、
貫
主
か
ら
貫
主
予
定
者

へ
の
継
承
手
順
も
、
形
式
化
し
た
付
嘱
状

の
授
与
だ
け
に
な

っ
て
し
ま
う
と
い
う
変
化
が
生
じ
、
同
時
に
貫
主
権

(
12
)

よ
り
も
そ
れ
を
擁
す
る
本
寺

の
権
限
が
強
調
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
文

(
13
)

禄
三
年

(
一
五
九
四
)
.四
月
、
前
田
玄
以
の
名
で
下
さ
れ
た
掟
書
に
は
馬

「弟
子
同
宿
衆
者
又
住
持
長
老
之
行
儀
を
相
改
」
と
、
非
違
の
あ
る
貫

主
を
弟
子
が
諫
め
る
こ
と
を
命
じ
て
い
る
が
、

こ
の
こ
と
は
、

一
面
で

は
貫
主
権
が
本
寺
内
に
お
い
て
弱
小
化
し
た
こ
と
を
物
語
る
も

の
で
あ

る
。
換
言
す
れ
は
、
貫
主
個
人
に
付
せ
ら
れ
て

い
た
理
非
の
決
裁
と
い

う
権
限
が
分
散
さ
れ
、
そ
れ
を
代
行
し
う
る
機
能
が
既
に
本
寺
内
部
に

存
在
し
て
い
た
、
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
本
稿
で
は
か
か
る
点
に
着

目
し
、
徳
川
幕
府

の
本
末
再
編
成
に
よ

っ
て

一
層
顕
著

に
な
番
本
寺
権

成
立
の
前
提
と
し
て
、
貫
主
権
を
代
行
す
る
本
寺
内
機
構
の
形
成
を
、

中
世
の
京
都
日
蓮
教
団
各
本
寺
に
見
よ
う
と
す

る
も
の
で
あ
る
。

一
、
本
寺
大
衆

(本
寺
内
居
住
僧
侶
)

の
存
在
と
規
定

こ
の
問
題
を
検
討
す
る
に
あ
た
り
、
ま
ず
、

本
寺
内
に
居
住
す
る
僧

侶

の
存
在
に
つ
い
て
見
て
み
よ
う
。
僧
侶

の
寺

内
居
住
は
早
く
か
ら
見

ら
れ
る
こ
と
で
あ
り
、
暦
応
元
年

(
一
三
三
八
)
閏
七

月

五

日
、
妙
顕

寺
日
像
が
山
陽
地
方
に
布
教
中
の
大
覚
妙
実
に
宛
て
た
消
息
に
は

み

寺
中
の
人
数
も
思
々
他
行
候
て
残
留
扶
持
之
人
数
七
十
余
人
ひ
き
つ
れ
候
て

(
14
)

も
田
舎

へ
も
下
向
し
た
く
候
へ
ど
も
、

と
あ

っ
て
、
離
散
し
て
し
ま
っ
た
後
で
さ
え
、

な
お
七
十
余
人
の
者
が

寺
中
に
留
ま

っ
て
い
る
こ
と
を
報
じ
て
い
る
。

日
像
の
定
め
た

「
禁
制

条
々
」
の
第
六
条
に
は

一
、
当
寺
僧
出
寺
内
而
住
里
事
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於
下
出
二
寺
内

一住
二
他
所

一之
僧
衆
等
上
者
、

不
レ
可
レ
請
二
寺

家
得
分
並
門

徒
供
養

嚇於
下
供
二養

彼
衆

徒
等

一門

徒
上
者
准
二諦

法

噛

永
可
レ
放

二門
徒

一

(
15
)

者
也
、

と
、
僧
侶

の
寺
内
居
住
が
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る
か
ら
、

こ
の
人
数
は

寺
内
居
住

の
僧
侶
を
含
め
て
の
も
の
で
あ
ろ
う
。
順
次
開
創
さ
れ
て
い

っ
た
各
門
流
本
寺
に
お
い
て
も
、

こ
の
こ
と
は
同
様

で
あ
り
、
日
隆
門

流
本
能
寺

日
侶
が
天
文
十

一
年

(
一
五
四
二
)
十

二
月
三
日
に
定

め
た

(
16
)

「本
能
寺
法
度
」
第
十
八
条
で
は

「
一
、
坊
室
不
レ可
レ出
二寺
外
一事
」
、

本
法
寺
開
祖
日
親
が
文
明
十
六
年

(
一
四
八
四
)
八
月
十
三
日
に
定
め
た

「仮
名
書
本
法
寺
法
式
」
第
八
条
、
文
明
十

九

年

(
一
四
八
七
)
正
月

十
九
日
に
定
め
た

「
漢
文
本
法
寺
法
式
」
第
七
条
に
そ
れ
ぞ
れ

一
、
於
二寺
内
一坊
宇
を
造
立
あ
ら
む
人

ハ
、
偏
三
宝
の
奉
公
院
内
の
荘
厳
二

あ
て
か
ハ
れ
む
上
ハ
、
万

一
過
失
あ
っ
て
寺
家
を
被
二追
放
一こ
と
あ
る
と

(

1
7
)

も
舎
宅
を
バ
門
外

へ
不
レ
可
レ
被
レ
出
、

一
、
寺
内
構

二
坊
舎

一仁
等
、

依

二障
碍

一
錐
レ
為

二濱
出

一其
宅
於
不
レ
可
レ壊

二取

(
18
)

寺
外
一事

等
と
の
規
定
が
あ
り
、
寺
内
居
住

の
他
、
門
流
を
破
門
さ
れ
た
場
合
の

住
居

の
寺
外
搬
出
禁
止
も
定
め
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

で
は
、

こ
う
し
た
本
寺
内
に
居
住
す
る
僧
侶

(以
下
、
本
寺
大
衆
と
呼

称
す
る
)
は
、
門
流
内
部
で
ど

の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た

の
で

あ
ろ
う
か
。
上
述

の
如
く
、
京
都
日
蓮
教
団
の
各
門
流
は
、
京
都

の
み

な
ら
ず
各
地
の
末
寺
を
も
包
含
し
て
成
立
し
て
い
た
の
で
あ
る
か
ら
、

末
寺
の
住
持
も
門
流
所
属
の
僧
侶
で
あ
る
。
と
す
れ
は
、
末
寺
の
住
持

と
本
寺
大
衆
と
の
間
に
、
何
ら
か
の
差
異
が
存
在
す
る
は
ず
で
あ
る
。

こ
の
点
に
つ
い
て
の
参
考
と
な
る
資
料
が
前
掲

の
両

「
本
法
寺
法
式
」

並
び
に
文
明
三
年

(
一
四
七
一
)
十

一
月

一
日
に
日
隆
門
流

の
日

与

・

日
明
が
定
め
た

「
当
門
流
尽
未
来
際
法
度
」
で

あ

る
。
ま
ず
、
「
本
法

寺
法
式
」
で
は
、
「
入
衆
」
と
本
寺
大
衆
相
互

の
位
次
に
関
す
る
条

項

を
設
け
て
い
る
。
「
入
衆
」
と
は
出
家
得
度
し
た
人
物
が
本
寺
大

衆

に

加
入
す
る
こ
と
を
い
う
が
、
こ
れ
に
三
種
類
の
区
別
を
立
て
て
い
る
。

そ
れ
は
、

一
、
入
衆
事
、
縦
難
レ為
二当
寺
生
立
得
度
之
仁
一入
衆
之
劒
ハ
百
疋
可
レ出
者

也
、
次
帰
伏
之
仁
者
弐
百
疋
云
云
、
次
末
寺
僧
徒
入
衆
事
、
此
法
式
被
二

定
置
一年
歳
已
後
者
、
生
立
得
度
之
仁
も
並
他
宗
他
門
帰
伏
之
仁
も
如
レ此

式
目
可
レ守
二当
寺
之
例
一者
也
、
次
万
一
有
二子
細
一晩
遁
者
入
衆
を
バ
礼

(
19
)

物
千
疋
可
レ出
者
也
、
(仮
名
書
十
一
条
)

と
い
う
も
の
で
あ
る
。
松
村
寿
巌
氏
に
よ
れ
は

こ
の
三
種
は
、
本
寺
素

性
の
人

(当
寺
生
立
得
度
之
仁
)
↓
本

寺
で
出
家
得
度
し
本
寺
大
衆

に
加

入
す
る
人
、
横
入
の
人

(末
寺
僧
徒
入
衆
)
↓
末
寺

の
僧
徒
で
本
寺
大
衆

に
加
入
す
る
人
、
帰
伏
の
人

(帰
伏
之
仁
)
↓
他

宗

・
他
門
流

か

ら
改

(20
)

衣
し
て
本
寺
大
衆
に
加
入
す
る
人
、
で
あ
る
と

い
う
。
さ
ら
に
大
衆
相

互
の
位
次
に
つ
い
て
、

一
、
直
弟
孫
弟
薦
次
不
同
事
、
孫
弟
ニ
ハ
二
薦
可
レ為
二下
座
一処
也
、
(仮
名

(
21
)

書
十
四
条
)

中
世
日
蓮
教
団
に
お
け
る
本
寺
内
機
構
の
形
成
に
つ
い
て

(糸

久
)
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中
世
日
蓮
教
団
に
お
け
る
本
寺
内
機
構
の
形
成
に
つ
い
て

(糸

久
)

(22
)

一
、
貫
首
直
弟
孫
弟
不
同
事
、
孫
者
二
萬
可
二一下
座
噛
(漢
文
十
三
条
)

と
の
定
め
が
あ
り
、
貫
主

の
直
弟
子
と
孫
弟
子
で
は
、
法
稿
二
年
分

の

差
異
が
あ

る
。
ま
た
、
前
掲
仮
名
書
十

一
条

に
あ
る
よ
う
に
、
晩
遁
者

は
別
の
規
定
が
あ

っ
て
、
入
衆
の
礼
金
が
高
額
な
他
、

一
、
晩
出
家
者
可
レ着
二用
縫
衣
布
衣
帯
一処
也
、
次
仮
染
二
も
内
陣
勤
行
不
レ

(23
)

可
レ
仕
、

如
二
先
例

一堅
可
レ
守
二
此
禁
制

一者
也
、

(仮
名
書
十
八
条
)

一
、
晩
遁
者
可
レ
着
二
縫
衣

輔
不
レ
着
二
帳
衣
絹
袈
裟

一
並
内
陣
勤
行
不
レ
可
レ
叶

(23
)

事
、
(漢
文
十
七
条
)

と
の
制
約
が
課
せ
ら
れ
、
衣
帯
や
日
常
の
勤
行
に
つ
い
て
も

一
般

の
大

衆
よ
り
低
位
次
に
な

っ
て
い
る
。

次
に

「
当
門
流
尽
未
来
際
法
度
」

の
条
文
を
挙
げ
よ
う
。

こ
れ
に
も

「
入
衆
」

の
規
定
が
あ
り
、

一
、
於
二本
寺
一入
寺
昇
進
事

如
先
規

但
当
流
為
二両
本
寺
一問
、
一
寺
之

入
寺
昇
進
可
レ通
二両
寺
門着
座
之
次
第
者
遂
二入
寺
昇
進
一者
可
レ
為
二
年
老

(25
)

次
第
一者
也
、
於
二未
入
之
仁
一者
難
レ為
二年
老
騨可
レ着
二末
座
一
(
三
条
)

と
い
う
も

の
で
あ
る
。
日
隆
門
流
で
は
、
本
寺
が
京
都
本
能
寺

・
尼
崎

本
興
寺

の
二
箇
寺
で
あ
る
た
め
、

い
ず
れ
か
の
本
寺
に
入
衆
す
れ
は
両

寺
に
通
用
す
る
こ
と
を
特

に
定
め
て
い
る
他
、

入
衆
手
続
き
を
経
た
僧

侶
は
薦
次

に
よ
っ
て
位
次
が
決
定
す
る
こ
と
、
た
と
え
年
老
の
者
で
も

入
衆
手
続
き
を
経
て
い
な
い
者
は
本
寺
内
で
は
位
次
が
最
下
位
で
あ
る

こ
と
を
定
め
て
い
る
。

こ
れ
ら

の
法
度
に
見
ら
れ
る
如
く
、
本
寺
大
衆
は
単
に
本
寺
内
居
住

を
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
た
の
み
な
ら
ず
、

一
定

の
手
続
き
を
経
て
本
寺

に
関
わ
る
存
在
で
あ
り
、
門
流
内
の
他
の
僧
侶

と
は
異
な
る
性
格
を
有

し
て
い
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
貫
主
を
擁

し
門
流
を
代
表
す
る
本

寺
は
、
本
寺
外
で
は
住
持
の
任
免
権
を
通
し
て
末
寺
を
統
括
し
、
本
寺

内
で
は
入
衆
手
続
き
を
経
て
本
寺
に
直
結
し
て

い
く
本
寺
大
衆
を
掌
握

す
る
と
い
う
機
構
に
よ
っ
て
成
立
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

二
、
本
寺
大
衆

の
役
割
と

「
本
院
機

構
」

の
形
成

で
は
、
こ
れ
ら
本
寺
大
衆
は
本
寺
内
に
あ

っ
て
ど
の
よ
う
な
役
割
を

は
た
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
次
に
こ
の
点

に
つ
い
て
触
れ
て
み
た

い
。
門
流
の
教
線
拡
張
期

に
は
多
数

の
僧
侶
が
各
地
に
活
動
を
展
開
し

た
が
、
洛
中
に
あ

っ
て
も
布
教
活
動
は
盛
ん
に
行
わ
れ
た
。
そ

の
代
表

的
な
形
態
の
ひ
と
つ
が
大
衆

の
住
居
や
市
内
の
弘
通
所
に
お
い
て
行
わ

れ
た
法
談

・
説
教
で
あ
ろ
う
。
本
寺
で
も
説
教
僧
を
重

視

し
、
「当
門

流
尽
未
来
際
法
度
」
で
は
、

一
、
説
法
者
之
座
配
事

可
レ為
二老
僧
之
次

但
於
レ為
二説
法
者
老
僧
哨
可
レ

着
二老
僧
之
座

(四
条
)

(26
)

一
、
説
法
者
昇
進
礼
貧
可
レ被
二免
許
一事

(五
条
)

と
定
め
、
位
次
や
礼
物
に
つ
い
て
優
遇
措
置
を
と

っ
て
い

る

の

で

あ

る
。
天
正
十
五
年

(
一
五
八
七
)
頃
に
な
さ
れ
た
本
能
寺
本
堂

再
建

の

勧
進
に
応
じ
た
人
々
の
中
に
、
洛
中
商
工
人
や
各
地
の
寄
進
者
に
混
じ

(
27
)

っ
て

「
本
浄
院
逆
修
講
中
」
「本
住
坊
檀
方
」
と

い
う
、
本
能
寺

大

衆
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の
名
を
冠

し
た
信
徒
が
散
見
さ
れ
る
の
は
、
大
衆
の
布
教
活
動
を
通
し

て
信
徒
た
ち
が
本
寺
に
集
結
し
て
い
っ
た
-
さ

ら
に
大
規
模
の
も
の

(28
)

で
は
天
文
法
華
の
乱
や
、
乱
の
後
か
ら
近
世
初
頭
に
か
け
て
の
勧
進
が

(
29
)

あ
る
が
-
こ

と
を
顕
著
に
物
語
る
も

の
で
あ
ろ
う
し
、
近
衛
政
家
等

を
始
め
と
す
る
貴
族
た
ち
も
ま
た
、
熱
心
な
説
教
の
聴
聞
者
だ

っ
た
の

(30
)

で
あ
る
。

こ
う
し
た
対
外
的
活
動
に
加
え
て
、
本
寺
大
衆
は
門
流

・
本
寺

の
運

営
に
も
関
与
し
て
い
た
。
そ
の
ひ
と

つ
が
新
貫
主
の
承
認
で
あ
る
。
中

世
に
お
け

る
貫
主
権
の
継
承
は
原
則
的
に
は
前
述

の
如
き
形
態
で
な
さ

れ
て
い
っ
た
が
、
例
外
と
し
て
、
前
任
者
が
急
死
し
て
し
ま

っ
た
場
合

や
、
新
任
者
の
出
自
が
特
殊
な
場
合
-
皇

族

・
貴
族
出
身
者
等
-

に
は
、
大
衆
連
判

の
上

こ
れ
に
従
う
と
い
う
、
手
続
き
が
と
ら
れ
た
。

前
者
は
妙
顕
寺
通
源
就
任
の
際
に
、
後
者
は
本
能
寺
日
承
就
任

の
際
に

そ
れ
ぞ
れ
例
が
見
ら
れ
る
。

妙
顕
寺
三
世
朗
源
は
、
永
和
四
年

(
一
三
七
八
)
正
月

十

八

日
、
後

(
31
)

継
者
を
定

め
る
こ
と
な
く
入
寂
し
た
。
こ
の
た
め
妙
顕
寺
大
衆
は
仏
前

で
國
を
ひ
き
、
通
源
を
新
貫
主
と
決
定
し
た
。
こ
の
際
、
大
衆
は
衆
議

を
経
て

「
面
々
無
二私
曲
之
思
一
、
各々
閣
二贔
辰
之
儀
一
、宜
任
二仏
前
之
御

圏
一
、可
レ被
二貫
首
必
定

一者
也
」
と
申
し
合
わ
せ
を
行
い
、
こ
れ
に
違
背

す
る
こ
と
を
堅
く
禁
じ
て
、
宿
薦
十
九
名

・
中
蕩
四
十
名

・
若
輩
五
十

(
32
)

五
名
が
署
名
連
判
し
て
い
る
。
本
能
寺
日
承
の
場
合
は
伏
見
宮
連
枝
の

出
身
で
あ

る
こ
と
か
ら
か
、
前
任
者
の
日
侶
か
ら
付
嘱
状

・
譲
状
を
受

け
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

大
衆

・
信
徒
衆
議
の
結
果
こ
れ
を
決
定

し
て
い
る
。
す
な
わ
ち

「
去
二
月

九

日
為
二衆
檀
一被
レ
遂
二
談
合
一既

従
二侶
公
一被
レ成
二
御
補
任
一上
者
不
レ
可
レ
有
二
別
儀
一
、若
背
二
此
旨
一
輩

(33
)

在
レ之
者
、
為
二衆
儀
一可
レ放
二
交
衆

一者
也
」
と

の
文
言

の
次
下

に
三
十

八
名
の
大
衆
と
六
名
の
信
徒
が
署
名
連
判
し
て

い
る
の
で
あ
る
。

こ
の

二
例
は
鯛
、
付
嘱
状

・
譲
状
の
結
果
的
追
認
と
、
両
者
に
形
態

の
相
違

は
有
る
が
、
新
貫
主
決
定
と
い
う
門
流
法
脈

の
継
承
に
大
衆
が
関
与
し

て
い
た
こ
と
を
示
す
事
例
で
あ
ろ
う
。

こ
の
他
、

門
流
の
開
祖
が
入
寂

に
際
し
て
定
め
る
法
度
や
、
新
貫
主
が
定
め
る
法
度
に
署
名
連
判
す
る

こ
と
も
あ
り
、
前
者
は
前
掲
本
法
寺
日
親
制
定

の
両
法
度

に
、
後
者
は

本
能
寺
日
承
が
永
禄
十
年

(
一
五
六
七
)
八
月
十

三
日
に
法
度

を

制

定

(34
)

し
た
際

に
、
そ
の
例
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
貫
主
決
定

・
法
度
制
定

い
ず
れ
も
本
寺

・
門
流

の
重
大
な
内
部
決
定
で
あ
り
、

こ
れ
に
押
判
す

る
と
い
う
こ
と
は
本
寺
大
衆
が

一
旦
は
衆
議
の
上
、
挙
げ
て
そ

の
事
項

を
遵
守
す
る
こ
と
を
意
味
し
、
貫
主
を
取
り
巻
く
大
衆

の
性
格

の
一
端

を
伺
わ
せ
る
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
本
寺
大
衆

の
中
に
は
時
に
よ
り
代

表
的
役
割
を
は
た
す
僧
も
い
た
。
文
禄
元
年

(
一
五
九
二
)
三

月

十

五

日
、
本
能
寺
大
衆
が
豊
臣
秀
吉

の
側
臣
前
田
玄
以
に
送

っ
た
返
報
案
文

で
は
、
常
住
院

・
本
住
院

・
関
実
坊
が
発
信
人
と
な

っ
て
、
三
人
の
署

名
連
判
の
次
下
に

「右
之
通
法
印
様

へ
挙
申
候
間
、
為
二衆
中
一可
レ被
レ

(
35
)

得
二其
意
一者
也
」
と
記
し
、
大
衆
連
判
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、

こ
れ
は

そ
の
事
例
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。

中
世
日
蓮
教
団
に
お
け
る
本
寺
内
機
構
の
形
成
に
つ
い
て

(糸

久
)
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中
世
日
蓮
教
団
に
お
け
る
本
寺
内
機
構
の
形
成
に
つ
い
て

(糸

久
)

い
っ
ぼ
う
、
他
門
流
に
対
す
る
自
門
流
の
意
志
決
定
の
場
に
も
本
寺

大
衆
が
登
場
す
る
。
京
都
日
蓮
教
団
各
門
流
は
、
寛
正

・
永
禄

・
天
正

の
三
回
に
わ
た

っ
て
盟
約
を
締
結
し
て
い
る
が
、

そ
の
場

に
立

ち
会

い
、
署
名
連
判
す
る
の
は
貫
主
で
は
な
く

「役
者
」
と
呼
は
れ
る
本
寺

大
衆
で
あ

っ
た
。

こ
の
三
度

の
盟
約

の
う
ち
寛
正

の
盟
約

に

つ

い

て

は
、
日
講

『破
食
記
』
・
日
奥

『
守
護
正
義
論
』
所
載
の
文
面
し

か
確

(36
)
 

(37
)

認
さ
れ
て

い
な
い
よ
う
で
あ
り
、
『
破
彙
記
』
で
は
条
文
の
み
、
『守
護

(
38
)

正
義
論
』

で
は
取
意
で
あ

っ
て
、
詳
細
は
不
明
で
あ
る
が
、
他

の
二
回

に
つ
い
て
は
、
永
禄
七
年

(
一
五
六
四
)
八
月
二
十
日
の
規
約

に

は
十

(39
)

五
箇
寺
の
役
者
が
、
天
正
三
年

(
一
五
七
五
)
八
月

の
盟
約

に
は
十

四

(
40
)

箇
寺
の
役
者
が
そ
れ
ぞ
れ
署
名
連
判
し
て
い
る
。
こ
の
三
回
の
盟
約
は

諸
門
流
の
融
和
を
骨
子
と
し
て
お
り
、
教
団
外

の
圧
力
に
対
応
す
る
と

(
41
)

い
う
背
景
を
も

っ
て
締
結
さ
れ
た
場
合
も
あ
る
と
は
い
え
、
各
門
流
が

独
立
的
に
存
在
し
正
嫡
を
主
張
し
あ

っ
て
い
た
中
世
に
あ

っ
て
は
、
重

大
な
意
志
決
定
で
あ
る
。
近
世

の
記
録
で
あ
る

「
永
禄
七
年
和
睦
之
記

録
濫
脇
」
に
よ
れ
は
永
禄
規
約

の
際
に
は
貫
主
の
連
判
と
役
者
の
連
判

の
二
通
が
作
成
さ
れ
た
と
い
う
が
、
同
記
録
も
記
す
よ
う
に
和
睦
を
進

(42
)

め
る
べ
く
参
集
し
た
の
は

「
諸
寺
代
僧
」
で
あ
り
、
実
務
は
役
者
が
貫

主
に
代
わ

っ
て
行

っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
各
本
寺
に
公
武
か
ら

発
給
さ
れ
る
文
書

の
宛
名
を
み
る
と
、
例
え
は
妙
顕
寺

・
本
能
寺

の
場

合
、
諸
種

の
禁
制

・
祈
薦
の
感
状

・
土
地
関
係
文
書
等
特
殊
な
も
の
を

除
い
て
、
早
い
年
代
の
も
の
が
貫
主
宛
て
に
な

っ
て
い
る
の
に
対
し
、

ほ
ぼ
永
正
の
頃

(
一
五
〇
四
)
を
境
と
し
て
宛
名
が
寺
名

や

「
役
者
中
」

(43
)

「
御
同
宿
中
」
「
雑
掌
」
「
寺
家
中
」
等
に
変
化

し
て
い
く
が
、
宛
名

の

変
化
は
本
寺
大
衆

の
存
在
と
そ
の
実
務
能
力
を
意
識
し
て
の
も

の
で
あ

ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
、
本
寺
の
運
営

・
意
志
決
定
に
、
大
衆
が
大
き
く
関
わ

っ
て
い
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
大
衆
が
門
流
内
外
に
わ
た

っ
て
貫
主
権

を
代
行

・
具
現
化
す
る
機
能
を
持
つ
よ
う
に
な

っ
て
い
っ
た
こ
と
が
指

摘

で
き
よ
う
。

か
か
る
機
能
は
組
織
的
に
は
、
貫
主
を
中
心
と
し
て
本

寺
内
部
に
形
成
さ
れ
て
い
っ
た

「本
院
機
構
」
と
も
称
さ
れ
る
の
で
は

な
い
か
。お

わ
り

に

以
上

の
如
く
、
京
都
日
蓮
教
団
本
寺
の
寺
内
機
構
を
概
観
し
、
近
世

に
顕
著
と
な
る
本
寺
権

の
成
立
に
つ
い
て
、
そ

の
成
立
要
因
の
ひ
と
つ

を
寺
内
機
構
の
形
成
に
見
た
が
、
本
寺
権
を
実
行
し
う
る
組
織
機
能

の

原
型
は
、
少
な
く
と
も
戦
国
期
ま
で
に
は
形
成
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な

い
か
、
と
、
考
え
ら
れ
る
。

(1
)
 
高木
豊
氏
稿

「京
畿
日
蓮
教
団
の
展
開
」
(『中
世
法
華
仏
教

の
展

開
』
所
収
)
四
五
一
-
三
頁
。

(2
)
『
日
蓮
教
団
全
史
』
上
一
一
八
-
二
五
頁
。

(3
)
 註
(1
)前
掲
論
文
四
五
三
-
七
頁
。

(4
)
「
室
町
時
代
に
お
け
る
法
華
宗
の
教
団
組
織
-
特
に

『本
能
寺
諸
法

度
』
を
中
心
と
し
て
-
」
(
立正
大
学
史
学
会
創
立
三
十
周
年
記
念

『史
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学
論
文
集

』
所
収
)

四
九

六
頁
。

(
5
)
『

竜
華
秘
書
』

(『
日
蓮
宗
宗
学
全
書
』
十
九
巻

所
収
)

四
五
頁
。

(
6
)
 
同
右
四
三
頁
。

(
7
)
 
同
右
四
九
頁
。

(
8
)
 
同
右
五
二
-
六

頁
。

(
9
)
 
同
右

六
二
-
七

一
頁
、

『
妙
顕
寺
文
書
』

(立
正
大
学
日
蓮
教
学
研
究

所
所
蔵
写
真
本
)
。

(
10
)
『
本
能
寺
文
書
』

(『
日
蓮
宗
宗
学
全
書
』

二
十
巻
所
収
)

二

七

九
-

八

一
頁
。

(
11
)
『
妙

顕
寺
文
書
』
(
立
正
大
学

日
蓮
教
学
研
究
所
所
蔵
写
真
本
)
。

(
12
)
 
拙
稿

「京
都
本
法
寺
蔵

『
末
寺
住
持
之
制
法
』

に
み
る
本
末
機
構

に

つ
い
て
」

(『
宗
教
研
究
』

六

一
-
四
所
収
)

二
六
六
-
七

頁
。

(
13
)
『
本
能
寺
文
書
』

二
七

二
-
三

頁
。

(
14
)
『
竜
華
秘
書
』

三
四
頁
。

(
15
)
 
同
右

四

一
頁
。

(
16
)
『

本
能
寺
文
書
』

二
四
八
頁
。

(
17
)
『

本
法
寺
文
書
』
(
『
日
蓮
宗
宗
学
全
書
』

二
十

二
巻

所

収
)

二
二
七

頁
。

(
18
)
 
同
右

二
三

一
頁
。

(
19
)
 
同
右

二
二
七
頁
。

(
20
)
「

室
町
時
代
日
蓮
宗
寺
院
に
お
け
る
行
儀
」
(
『
日
蓮
教
団

の
諸
問
題
』

所
収
)

五
〇

五
-
七

頁
。

(
21
)
『

本
法
寺

文
書
』

二
二
七
頁
。

(
22
)
 
同
右

二
三

一
頁
。

(
23
)
 
同
右

二
二
八
頁
。

(
24
)
 
同
右

二
三

一
頁
。

(
25
)
『

本
能
寺
文
書
』

二
八
六
頁
。

(
26
)
 
同
右
。

(
27
)
 
同
右

三
〇

五
頁
。

(
28
)
『

日
蓮
教
団
全
史
』
上
三
五
九
-
六

四
頁
。

(
29
)
 
中
尾
尭
氏
稿

「
京
都
諸
本
山
会

合
文
書

に

つ
い
て
」

(
『
大
崎

学
報

』

一
四
三
号
所
収
)

七
七
-
八

頁
。

(
30
)
 
中
尾
発
氏
稿

「
近
衛
政
家

の
日
蓮
宗
信
仰

」
(
『
日
本
中
世

の
政
治
と

文
化

』
所
収
)

四
〇
〇
-
三

頁
。

(
31
)
『

日
蓮
教
団
全
史
』
上

一
四

三
頁
。

(
32
)
『

竜
華
秘
書
』
七
二
-
三

頁
、

『
日
蓮
教
団
全
史
』
上

一
四
三
-
五

頁
。

(
33
)
『

本
能
寺
文
書
』

二
八
〇
-

一
頁
。

(
34
)
 
同
右

二
九

二
-
三
頁
。

(
35
)
 
同
右

二
七

一
-
二
頁
。

(
36
)
『

日
蓮
教
団
全
史
』
上

三
二
入
頁

の
注
記

に
よ

る
。

(
37
)
『

ぼ
蓮
宗
宗
学
全
書
』
十
二
巻

八
五
-
六

頁
。

(
38
)
『

万
代
亀
鏡
録
』
上

一
〇

八
頁
。

(
39
)
『

本
能
寺
文
書
』
二
九

一
-
二
頁
。

(
40
)
 
同
右

二
九

八
-
九

頁
。

(
41
)
『

日
蓮
教
団
全
史
』
上
三
〇
〇
-
二
、

四
四
三
-
七

頁
。

(
42
)
『

本
能
寺
文
書
』

二
六
五
頁
。

(
43
)
『

竜
華
秘
書
』
『
本
能
寺
文
書
』
所
載
文
書
を
年
代

順
に
整
理

し
こ
の

傾
向
を
確
認
し
た
。

(本
稿

は
昭
和

六
十

二
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金

に
よ
る

一
般
研
究

C

「中

世
京
都
法
華
教
団

の
形
成
と
展
開
に
関
す

る
研
究
」

の
研
究

成
果

の

一
部

で
あ

る
。
)

<

キ
ー
ワ
ー
ド
>

本
寺
権
、
貫

主
権
、

本
院
機
構
、

本
寺
大
衆

(立

正
大
学
助
教
授
)

中
世
日
蓮
教
団
に
お
け
る
本
寺
内
機
構
の
形
成
に
つ
い
て

(糸

久
)
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